
 

事 務 連 絡  

令和２年３月３０日  

 

 

各地方公共団体（各都道府県） 

私立専門学校に係る高等教育の修学支援新制度担当課  御中 

 

 

文部科学省 高等教育局 

学生・留学生課 高等教育修学支援準備室 

 

 

授業料等減免費負担金交付要綱について（依頼） 

 

 

平素は高等教育行政に格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。 

この度、「授業料等減免費負担金交付要綱」（令和２年３月２７日文部科学大臣決定）

を定めましたので、送付いたします。本交付要綱に沿って、適切に事務処理を行ってい

ただくようお願いします。 

ご不明な点がある場合は、お問合せ専用メールアドレスにご連絡いただくようお願い

します（「高等教育の修学支援新制度に関するお問合せについて（学校・地方公共団体 

事務担当者用）」参照）。 

 

 

 

 

 

 

（本件問合せ先） 

文部科学省 高等教育局 

学生・留学生課 高等教育修学支援準備室 

電話：03-5253-4111（代表）（内線 3958、3280） 

e-mail: koto-syugaku-chihou@mext.go.jp 

※ お問合せは、メールにてお願いします。 


